
アンケートご協力のお願い

対象者

保育所等に通っていない
0歳6か月～満3歳未満のお子さん

利用可能時間

月10時間の枠内で
1時間単位で利用可能

とは？

具体的には・・・
現状、保育所等の利用には、就労等の一定の要件を満たす必要がありますが、
こども誰でも通園制度が開始されると、就労等の要件がなくても、保育所等
を利用することができるようになります。

主に0歳から2歳のお子さんの保護者の方を対象に
制度開始に向けたアンケート調査を実施しております

こちらの二次元コードから
ご回答をお願いします！

という方も、下の説明をご覧いただき、
率直なご意見をお聞かせください

担当・問合せ先 茨城町保健福祉部こども課 TEL:029-240-7144（直通）

詳しくはこちらから↓

（こども家庭庁HPへ）

※上記以外の方も子育ての経験などをもとにご意見をお寄せください

回答受付：１１月１４日まで
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